
 

申請は先着順に受け付けます（予算がなくなり次第終了します。）。 

（受付期間：令和８年４月１日～令和９年３月３１日） 

 

蒲郡市では、温室効果ガスの削減に積極的に取り組むため、次世代自動車（燃料電池自

動車・電気自動車）を新車購入する方に対し、予算の範囲内で補助金を交付します。詳し

くは、手続きの流れをご覧ください。 

 

 

 

燃料電池自動車（ＦＣＶ） 上限３０万円（車両本体価格×10％） 

電気自動車（ＥＶ）    上限５万円（車両本体価格×10％）  

 

            

 

  

 

 

・自ら使用する目的で、４月１日以降に当該自動車を新車で購入又は４年以上のリース（サブスク

リプションを含む。）契約を締結し、初度登録する個人の方。 

・初度登録をする時点から引き続き市内に住所を有していること。 

・当該次世代自動車の自動車検査証に当該個人が使用者として記載されていること。 

・市税及び国民健康保険税（延滞金を含む）の滞納がないこと。 

・暴力団または暴力団員でなく、また、暴力団または暴力団員と密接な関係を有する者でないこと。 

   

 

 

・自らの事業に使用する目的で、４月１日以降に当該自動車を新車購入又は４年以上のリース（サ

ブスクリプションを含む。）契約を締結し、初度登録する法人の方。 

・初度登録をする時点から引き続き市内に本社、支社、支店又は営業所を置いていること。 

・当該次世代自動車の自動車検査証に、当該法人が使用者として記載されていること。 

・自動車検査証に記載されている使用の本拠地が市内であること。 

・市税（延滞金を含む）の滞納がないこと。 

・暴力団または暴力団員でなく、また、暴力団または暴力団員と密接な関係を有する者でないこと。 

対象車両と補助金額 

補助対象者 

個人の方 

令和８年度 

蒲郡市次世代自動車購入費補助金のご案内 

法人の方 

※すべてに該当することが必要です。 

※令和８年度から、購入だけでなく、４年以上のリース契約

の締結によるものも補助対象としました。 



 

 

以下、手続きの流れをご参照ください。 

申請書は蒲郡市ホームページからダウンロードできます。 

 

 

   

初度登録日（車検証交付日）

の年度内に申請書を提出（※）

　

※　 購入した次世代自動車の初度登録日（車検証交付日）が属する年度内に補助金の交付申請手続きを行ってください。
３月下旬に初度登録（車検証交付）が行われる場合は、交付申請書の提出期限にご注意ください。

指定口座へ補助金を振り込み

販売店で補助対象車両を
購入又はリース

　必要書類を持参し、クリーンセンター
　窓口で申請手続（書類郵送OK）
　令和９年３月３１日(水)まで

審査後、市から交付決定通知書
が届いたら、補助金請求書を提出

２週間程度

４週間程度

○補助金交付申請書（第１号様式）

○自動車検査証の写し

○購入の場合

→車両販売店が発行した領収書の写し（ローンによる 支払の場合は、

ローン契約書の写し）

リース契約による場合

→賃貸借契約書その他の契約内容（契約者、契約期間、リース料総額、

車両情報等）が確認できる書類の写し

○次世代自動車の車両本体価格が明記されている書類の写し

○個人の方

→住民票の写し（申請日前２ヶ月以内に発行されたもの）又は住所が

確認できるもの（運転免許証、マイナンバーカード等の顔写真つきの

もの）の写し ※ マイナンバーカードの写しの場合は表面のみ

法人の方

→履歴事項全部証明書の写し（申請日前２ヶ月以内に発行 されたもの）

※ 住民票の写し・履歴事項全部証明書の写しについては、コピーした

ものは不可

○市税において滞納がないことを調査するための同意書（第２号様式）

新車の購入又は４年以上のリース（サブスクリプションを含む。）が対象です。

中古車については対象ではありません！

上記交付申請手続き時に、あらかじめ補助金交付請求書（第４号様式）を

提出しても構いませんが、その場合には日付と金額を抜いて提出して

ください。

申請方法・必要書類など 


